
作成日：2021.7.26 

 

＜表面＞ 

 

町田市に転入された方へ 

町田市の新型コロナワクチン接種券について 

 

新型コロナワクチン接種を受けるためには、町田市が発行する接種券が必要です。 

申請手続きについては、以下のとおりです。 

※ なお、2回目の接種が完了済みの方は対象外のため、手続き不要です。 
 

＜1２歳以上の方（平成 22 年 4 月 1 日以前に生まれた方）＞ 

「新型コロナワクチン新接種券発行申請書兼接種記録確認同意書（転入者用）」

による申請が必要です。 

転入手続きを行った窓口で申請書をお渡ししますので、お申し出ください。その

ままご記入いただき、提出していただくことができます。後日、申請していただく

場合は、以下までご郵送ください。 

 ※ 申請書は町田市ホームページから印刷することもできます。 

＜郵送先＞ 

〒194-8520 

町田市森野２－２－２２ 保健所 臨時接種推進室 担当宛 

 

転出元自治体の接種券について（裏面をご確認ください） 

＜未接種の場合＞ 

・ 接種券は台紙ごと破棄してください。 

 

＜１回目の接種が済んでいる場合＞ 

・ 接種済証及び予診のみ部分（※）を保管してください。 

・ 2回目接種用のシールを破棄してください。 

（※）予診のみ部分は、転出元自治体で、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（ワ

クチンパスポート）発行の際、接種券番号を確認する書類として使用できます。 

 

※ 転出元自治体の接種券を使用することはできません。 

 

以下の点についてご確認ください 

・ 申請後、約２週間程度で、接種券を住民票所在地にお送りします。 

・ お送りする接種券の封筒には、接種に必要な予診票、町田市の予約サイトや 

予約センターの電話番号を記載した案内チラシ、実施場所一覧表などを同  

封します。 

 

＜問い合わせ先＞               

新型コロナワクチン接種相談コールセンター 

                       ０４２－７３２－３５６３ 

   

 



 

＜裏面＞ 

 

○転出元自治体の接種券について（参考：町田市接種券の下部分） 

 

＜未接種の場合＞ 

 

 

＜１回接種済の場合＞ 

 

台紙ごと破棄 

破 棄 保 管  保 管 
（※） 

 
※ 予診のみ部分は、転出元自治体で、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（ワクチンパスポ

ート）発行の際、接種券番号を確認する書類として使用できます。 


